
 

公 共 鹿 第 952号 

令 和 ２ 年 11月 16日 

 各所属所長 殿 

 

公立学校共済組合鹿児島支部長 

（鹿児島県教育委員会教育長） 

 

「医療費のお知らせ」について（通知） 

 

 公立学校共済組合鹿児島支部では，組合員証等を提示して診療等を受けた組合員及び被

扶養者に対して，健康に対する認識をより深めていただくとともに，医療費の適正化を図

ることを目的として，毎年度２月に「医療費のお知らせ」を発行しています。 

今年度は，下記のとおり発行しますので，貴所属所の組合員へ周知してください。 

 

記 

 

１ 通知対象診療等期間 

  令和元年９月から令和２年８月まで 

２ 通知対象者 

  令和２年 11月１日現在で資格を有している組合員とその被扶養者で，上記１の期間に

組合員証等を提示して診療等を受けた者 

３ 所属所への送付時期 

  令和３年２月 

４ 通知方法 

  下記「包括的な同意（黙示の同意）について」により，原則として世帯単位で発行し

ます。組合員及び被扶養者個別に発行を希望する組合員は，令和２年 12 月４日（金）

までに当支部へ申し出てください（電話連絡可）。 

 （注）個別発行の申出は，年度ごとに必要となります。昨年度申し出た方であっても，

今年度も個別発行を希望する場合は，再度申し出てください。 

包括的な同意（黙示の同意）について 

公立学校共済組合鹿児島支部では，世帯全員の医療費等を組合員あてにお知らせすることとします

が，これは，個人情報保護法上の第三者提供に該当するため，本来であれば事前に組合員及び被扶養

者から個々に同意を得る必要があります。 

  しかし，本人にとって利益となるもの，また，当支部の負担が膨大である上，明示的な同意を得る

ことが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものについては，厚生労働省のガイダンスに

よって包括的な同意（黙示の同意）でよいこととされております。 

  したがって，当支部では，世帯全員の医療費等を組合員あてにお知らせすることについて，包括的

な同意（黙示の同意）とします。 

 

５ その他 

  医療費通知は，確定申告時の医療費控除の証明書類としての使用目的で発行するもの

ではありませんが，活用することができるとされています。 

しかし，医療費通知に記載のない診療分に係る申告手続きは，国税庁が別途定める方

法により行う必要があります。 

連絡先 

 担当 年金給付係 篠原 

 電話 099-286-5220 


